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　熱中症の危険性が極めて高く
なると予想されたとき、環境省
と気象庁は「熱中症警戒アラー
ト」を発表します。発表されて
いるときは、次の熱中症を防ぐ
行動を積極的に取りましょう。

　昼夜を問わずエアコン等を使用し、
部屋の温度を調整しましょう。また、
不要不急の外出はやめましょう。

　子どもや高齢者、障害者、持病がある方など
は熱中症になりやすい傾向があります。身近な
人から、エアコンの使用やこまめな水分補給な
どをするよう、声を掛けましょう。

　のどが渇く前に、水分を取りまし
ょう（目安は１日 1.5 ㍑以上）。

　人と十分な距離（２㍍以上）を確保できる場
合には、マスクは外しましょう。

　屋外だけでなく、エアコン等が設
置されていない場所での運動は中止
や延期しましょう。

　台風などによって災害が発生し、避難所生活
を送ることになると、疲労や栄養不足などが原
因で熱中症になる可能性が高くなります。普段
以上に体調管理に気を付けましょう。
・日陰や風通しのよい場所で過ごす
・水分補給は一定時間ごとに行う　など

◆問合せ　健康課（市役所内線 1181）

熱中症を予防しよう

①外出を控えて、暑さを避ける

②声を掛ける

③こまめな水分補給

④必要に応じてマスクを外す

⑤外での運動、原則中止・延期に

警戒アラートをチェック！

×

避難所生活では、より注意

　国民健康保険（国保）では加入者の年齢や世
帯の所得に応じて、１ヵ月の医療費の自己負担
限度額が決まっています。
　医療費が高額になりそうなときは、事前に「限
度額適用認定証」または「限度額適用・標準負
担額減額認定証」の交付を受け、医療機関など
の窓口で被保険者証と一緒に提示すると、支払
いが限度額までとなります（食事代や部屋代は
含みません）。
　有効期限が令和３年７月 31日の認定証をお
持ちの方は、更新手続きをしてください。

◆対象
・70歳未満の国保加入者で国保税の滞納がない
　世帯の方
・70～ 74歳の国保加入者で、所得区分が、
　現役並み所得者Ⅰ（課税所得 145 万円以上）
　現役並み所得者Ⅱ（課税所得 380 万円以上）
　低所得者Ⅰ（世帯主と国保加入者全員が住民税
　　　　　  　非課税世帯で、各所得が０円の方）
　低所得者Ⅱ（世帯主と国保加入者全員が住民税
　　　　　 　 非課税世帯の方）　　　　　の方
◆申請に必要なもの
・被保険者証
・世帯主と対象者の個人番号確認書類
　（マイナンバーカード、通知カードなど）
・市役所窓口で手続きする方の本人確認書類
　（マイナンバーカード、運転免許証など）
◆注意事項
①「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準
　負担額減額認定証」は、申請した月の１日か
　ら有効です。
②所得区分で、住民税非課税世帯の方や「低所
　得者Ⅰ」「低所得者Ⅱ」の世帯の方は、入院
　時の食事代が減額される｢限度額適用･標準負
　担額減額認定証｣を交付。事前に申請が必要
　です。
③所得区分の判定には、世帯主と世帯の国保加
　入者全員の所得申告が必要です。

◆問合せ　保険医療課（市役所内線 1061）

医療費は限度額まで
国民健康保険

限度額適用認定証等の手続きを
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　ジェネリック医薬品
を希望することを示す
シールを、保険医療課
で配布。保険の種類に
関わらずお渡しします。
被保険者証やお薬手帳
に貼りましょう。

ジェネリック
希望シールを配布


